
聖籠町農業委員会委員選挙事務取扱規程を廃止する規程をここに公布する。 

平成２８年３月２日 

聖籠町選挙管理委員会 委員長 長谷川 進一   

聖籠町選挙管理委員会規程第１号 

聖籠町農業委員会委員選挙事務取扱規程を廃止する規程 

聖籠町農業委員会委員選挙事務取扱規程（昭和４４年選挙管理委員会規程第

３号）は、廃止する。 

附 則 

この規程は、平成２８年４月１日から施行する。 

 


